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●外国籍住民の方への対応

●心の病を患ったり、障がい等がある方への対応

●高齢者等の孤立

【課題】派遣・契約社員等、就労条件が安定していない方が多く離職や減収により言語の問
題から次の仕事がすぐに決まらない方も多い。町内外国籍住民　923名（町内の外
国籍住民の比率 4.4％）県内市町の内、愛荘町は外国籍住民の比率が 2位と高い。

【活動】町の国際交流協会による日本語教室やコレジオ・サンタナ学園など、町内でも外国籍住民を支援され
ているところがあります。社協においても、福祉教育の一環として子どもたちの交流を広める「あいしょ
う福祉探偵団」を開催し、人と人とのつながりを広めていく地域福祉活動を進めていきたいと考えて
います。

【課題】コロナ禍の中、緊急事態宣言をはじめ経済や日常生活でも様々な制限があり、私
たちの生活は一変しました。相談中には、制限された社会の中で心の病気や精神
障がいと診断され、これからの生活に不安を持たれてる方も多くみられました。

【活動】社協では、心配ごと相談所をはじめとする総合相談の窓口や委託事業である生活
困窮者自立支援事業にて、丁寧にお話を傾聴して困りごとの解決に向けて一緒に
考えるスタンスで支援をしました。病気で仕事ができず外出の機会も少なくなり、
孤立していかないように社協だけではなく福祉専門機関や行政・民生委員・児童
委員等の皆様と連携を図りながら引き続き対応していきたいと考えています。

【課題】コロナ禍の中により外出機会が減る。また、地域で開催されていたサロン等の
居場所も活動を中止される状況となり、家に閉じこもり状態となられる方がみ
られました。

【活動】地域では、人が集まる活動の中止や延期で外出や人の集まる機会が減少しました。
今日では、感染症対策をおこないサロン等の居場所が少しずつ再開しつつある
なか、活動者への研修などおこなっています。
　また、つながりを絶やさないようにと見守り訪問の活動を地域で取り組んで
いただいている自治会も増えたなか、助成や情報提供などの支援活動に取り組
んでいます。

　コロナ禍においては、多くの制限により私たちの生活は、大きな影響を受けました。
また、その影響は、これまで見えてこなかった潜在的な課題が浮き彫りになりました。
　これらの課題は、住民さん個々で解決するのは難しい状況です。
　社協や行政をはじめとする関係機関、民生委員・児童委員等と連携し、皆様の困りご
との声を受け止める相談支援を愛荘町全体で対応出来るしくみが必要になってくると考
えます。

〖見えてきた課題と地域福祉活動〙

社協でおこなっている、困りご  と相談の窓口から見えてきた、
    コロナ禍などの影響による  「地域の福祉課題・福祉活動」!!
社協でおこなっている、困りご  と相談の窓口から見えてきた、社協でおこなっている、困りご  と相談の窓口から見えてきた、
    コロナ禍などの影響による  「地域の福祉課題・福祉活動」!!    コロナ禍などの影響による  「地域の福祉課題・福祉活動」!!



・貸付件数　20,768件　
・貸付額　　3,981,381千円

・貸付件数　344件
・貸付額　66,620千円

【特例貸付　緊急小口資金】

・貸付件数　714件
・貸付額　383,950千円

・貸付件数38,212件
・貸付額　20,122,676千円

県内の状況県内の状況

町内の状況町内の状況

【特例貸付　総合支援資金】
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● 【相談現場より】～社協相談員～
　  生活福祉資金特例貸付の相談を対応した 2 年間を振り返ると・・・・・。

　コロナ禍の影響を受け失業や減収になった方に、
滋賀県社会福祉協議会が実施する「生活福祉資金」
の中で緊急小口資金等特例貸付制度が令和 2年 3
月に開始され、困窮者支援を進められましたが、令
和 4年 9月末をもって終了されました。（全国的に
実施される。）
　愛荘町社協では、町民の皆様から相談窓口として
申請の受付業務をおこない困窮者の方々へ経済的支
援に取り組みました。
　本町の貸付状況は下記の通りとなりました。

　令和 2 年より続いているコロナ禍の影響は、町民の皆様の生活に大きな変化をもたらしています。
　愛荘町社会福祉協議会では、町民の皆様の様々な生活の困りごとや悩みごとの相談窓口を設置し
て、相談支援事業をおこなっています。

　特例貸付という形で従来の生活福祉資金の貸付基準を大きく緩和したこと、また報道で貸付制度が周知されたこ
とで多くの町民がこの申請に来られました。コロナ感染者数が減って来ると相談も減少しましたが、コロナの感染
拡大の波が来るたびに相談者が急増し、制度の期限もその度に延長をするという繰り返しが 2年以上続きました。
　その中で困窮している方に長くかかわると、困窮している背景に障がい、病気、言葉の壁、年齢、一人で子育て
しているというような個別の事情があって、それらが複合的かつ複雑になっていることでなかなか自立することが
難しいことが分かってきました。例えば、貸付の相談を聞き取る際に自立に向けて、この制度を使ってはどうです
か？と提案しても自分の障がいを受け入れる（障がい受容といいます）こ
とを心理的に出来ない方、困窮していることを家族や周りに知られること
を敬遠する方がおられ、なかなか制度につながることが出来ないというこ
とがあります。しかし粘り強くハローワークに通われた結果、高齢や障が
いがあっても仕事を見つけることが出来た方もおられます。
　コロナ対策として新たな給付金制度が出来る度に、相談者に情報提供を
丁寧に行うなど、伴走した支援を続けた経験は初めての連続で困難でした
が、この経験を引き続き相談支援に活かしていきたいと思います。

社協でおこなっている、困りご  と相談の窓口から見えてきた、
    コロナ禍などの影響による  「地域の福祉課題・福祉活動」!!
社協でおこなっている、困りご  と相談の窓口から見えてきた、社協でおこなっている、困りご  と相談の窓口から見えてきた、
    コロナ禍などの影響による  「地域の福祉課題・福祉活動」!!    コロナ禍などの影響による  「地域の福祉課題・福祉活動」!!



社協パートナーミーティング

いきいき見守り訪問事業 見守りサポート会議

心配ごと相談所
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～ 身 近 な 地 域 の 福 祉 活 動 ～
民生委員・児童委員さんと一緒に進めています !!

社協は、民生委員さんと地域福祉の向上のために
車の両輪のごとく、一緒に活動していきます!!

　民生委員・児童委員の一斉改選 (令和４年１２月～ )に伴い、令和５年１月１７日 (火 )・２０日 (金 )、
新任の民生委員さんを中心に、本会の概要と事業など協働する取り組みを説明し、担当地域の状況や
活動について、情報や意見交換を行いました。

　困りごとを抱える住民からの相談
を傾聴し、課題整理や関係機関につ
なぐ身近な相談所として、毎週水曜
日に開設しています。
　相談所の相談員として、民生委員
さんには輪番 ( 第 1・第 4水曜日 )
で対応いただいています。

　下記・図のように、身近な地域の住民が、
ひとり暮らし高齢者などの見守りを希望する
世帯の声掛けや安否確認などの訪問を行い、
つながりのなかで安心して暮らすことができ
る地域づくりを目指した取り組みです。
　現在、町内１６の自治会にて、民生委員さ
んを中心に実施をいただいています。

　自治会役員や民生委員・児童委員、福祉推
進委員等が集まり、地域（自治会）における
見守り活動や福祉課題について、情報共有や
検討を行い、見守り体制をつくります。
　社協や行政等も一緒に参画し、取り組みを
進めています。

例えば…

～各担当地域での活動へ～

地
域
の
要
配
慮
者
へ
の

支
援
活
動

社協パートナーミーティングの様子

見守りサポート会議の様子

お元気ですか？

地域ぐるみのお付き合い♡
いきいき見守り訪問事業

サポート会議で
　情報共有

調理ボランティアや学校教育機関・企業・事業所等からのプレゼント 大配ボランティア(右)から見守り協力員(左)に
プレゼントをお届けします。

社協
とりまとめ

プレゼントを持って見守り協力員(左)が
見守り登録者(右)を訪問します。

訪問

元気ですよ～



　　コロナ禍でしばらく中止されていましたが、 令和４年１２月２６日（月）にとよくに子ども食堂を開催され

ました！！約３年ぶりの開催となりましたが、 たくさんの方が参加されました●

　今回は子どもたちがもちつきを体験！！初めて持つ杵の重さにびっくりする子もいましたが、 みんな楽しんで

もちつきをされていました♪　

　　大学生や、 愛荘町の教育機関と連携しながら活動されている、 愛荘町不登校等の児童生徒さんの居場所づく

りプロジェクト 「ぱらでいろ」 さんが、 子ども食堂を立ち上げられました！！！

　令和５年１月２０日（金）１８時から２１時まで、 町民センターで初開催されました☆

トワイライトぱらでいろ子ども食堂

～町内の福祉活動のご紹介～

　愛荘町内では、 現在３か所の子ども食堂を運営されています。

コロナ禍では、 いろいろな思いを抱えながら、 活動の仕方をかえながら継続されたり、 自粛されているところも

あります。

　そんな中、 ３年ぶりに活動をされた 「とよくに子ども食堂」・新たに活動を立ち上げられた 「トワイライトぱ

らでいろ子ども食堂」 の２か所をご紹介します！！！

2023.35

地域にある地域にある

とよくに子ども食堂３年ぶりに

　再開！！

初開催の様子

大学生のボランティアさんを

はじめ、町内のボランティアさんも一緒に

参加し、参加されていた子どもたちと

一緒にカレー作りをしました♪

　カレー作りの間に、保護者の方は、

お話し会をされていました！！

つきたてのおもちを

おいしく

いただきました♪

子どもも大人も

みんなで一緒にもちつき！
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● お問い合わせ先 ●

新制度に関するお問い合せ先

詳しくは、愛荘町社会福祉協議会(愛知川事務所 電話：0749-42-7170)までお問い合わせください。

正しく登記がされるための仕組みがつくられるとともに、
手続きの簡素化・合理化が図られます！

土地を手放すための仕組みがつくられます！
相続などによって土地の円滑利用が阻害
されないように、ルールが見直されます！

電話：03-3580-4111　（内線：5970）法務省民事局民事第二課

～あなたに日常の生活とお金を守るお手伝い～～あなたに日常の生活とお金を守るお手伝い～

～ 所有者不明土地問題の解消に向けて ～～ 所有者不明土地問題の解消に向けて ～

令和６年４月１日～

令和５年４月２７日～令和５年４月１日～

相続登記の申請が義務化

相続土地国庫帰属制度の創設
土地利用に関する民法規定の見直し

判断能力が不十分な方で、上記のようなことに困ったり、手続きや管理に不安な方々が安心して地域で生活が

送れるよう、愛荘町社会福祉協議会がお手伝いする事業です。

愛荘町内で生活されている方で、福祉サービスを利用するための手続きがよく分からなかったり、日常的な金銭

管理をすることにひとりでは不安な方等がご利用いただけます。

　※物忘れのある高齢者・障がいのある方・一人暮らしの高齢者・高齢者のみの世帯・寝たきりの高齢者など

■相続登記・住所等の変更登記の申請義務化不動産を相続した人は、相続を登
記したことを知った日から30年以内に相続登記しなければなりません。

　※正当な理由のない義務違反は5万円以下の過料の対象となります。

■相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により、土地を
　手放して国庫に帰属させることができます。

■土地・建物に特化した財産管理制度の創設
■共有地の利用の円滑化などの共有制度の見直し
■遺産分割に関する新たなルールの導入
■相隣関係の見直し　　　　　　　　　　　
(越境した木の枝の切り取りのルールなどの見直し)

　・・・など

　　　　相談支援とサービスを組み合わせてご利用いただけます。

①「福祉サービスの利用援助」 ①「福祉サービスの利用援助」 

　 福祉サービスを安心して利用できるようにお手伝いします。

②「日常的金銭管理サービス」 ②「日常的金銭管理サービス」 

　 毎日のくらしに欠かせない、お金の出し入れ、日常生活に必要な事務手続きのお手伝いをします。

③「書類等預かりサービス」③「書類等預かりサービス」 

　 通帳、証書や印鑑などを大切にお預かりします。

・最近、よく通帳の保管場所を忘れてしまう。 ・最近、よく通帳の保管場所を忘れてしまう。 

・家賃や電気・ガス代を忘れずに払いたい。 ・家賃や電気・ガス代を忘れずに払いたい。 

・大切な書類をなくさないか心配。 ・大切な書類をなくさないか心配。 

・福祉サービスを利用したいけれど、どうすればいいの？・福祉サービスを利用したいけれど、どうすればいいの？

Q１.どのようなサービスがありますか？Q１.どのようなサービスがありますか？

Q２.どのような人が利用できますか？Q２.どのような人が利用できますか？

｢愛荘町地域福祉権利擁護事業」｢愛荘町地域福祉権利擁護事業」をご存知ですか？をご存知ですか？

令和令和５５年年４４月から月から 相続・不動産 相続・不動産ののルール ルール が順次が順次新新しくしく変変わります！わります！

　認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等判断能力が不十分な方が、安心して日常生活を送ることができる
よう本人の意思決定にもとづき、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理のお手伝いを行う「地域福祉権利擁
護事業」を実施しています。

毎日のくらしの中でこんなことに困っていませんか？毎日のくらしの中でこんなことに困っていませんか？
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　この相談所は、町民みなさまの生活に関する相談
の窓口として開設しています。

　この相談所は、町民みなさまの福祉に関する相談
の窓口として、随時、社協の各事務所で開設してい
ます。

【開設日時】

毎月第 1 ～４水曜日　13：30 ～ 15：30

【開設場所】

　第 1・3 水曜日…町立福祉センター愛の郷

　第 2・4 水曜日…ラポール秦荘いきいきセンター

【相談員】

　第 1・4 水曜日…民生委員・児童委員

　第 2・3 水曜日…社会福祉協議会職員

日時：毎月第 2 木曜日　13：30 ～ 15：30

場所：町立福祉センター愛の郷

日時：毎月第 4 水曜日　13：30 ～ 15：30

場所：町立福祉センター愛の郷

●心配ごと相談所 ◎行政相談所

◎ 人 権 相 談 所

●福祉相談 （随時）

　愛荘町社会福祉協議会では、地域で生活をしていくうえでの相談窓口として、各種相談事業を行っています。

　愛荘町社会福祉協議会では、愛荘町から委託を受け、子どもの健やかな成長を願って、子育てひろば
を開催しています。
　未就学児の親子を対象に、地域で安心して子育てをおこなえるように「ほっ　」とできる交流の機会や
相談、安全な遊び場づくりなどの子育て支援をおこなっています。

 

 

【場 所】福祉センター愛の郷　教養娯楽室・多目的広場
 

【対象者】就学前の子どもとその保護者【持ち物】・水分補給のためのお茶をご持参ください。
【開催日】月・水・木曜日　９：００～１２：００
                      １３：００～１５：００

  

わんぱくひろばへあそびにきてね 

 

　　第３木曜日は、「お誕生日会」！！お誕生日月のおともだちをみんなでお祝いします。♪また、助産師さんも来てくださ
います。！身長・体重も測れますよ。

～新型コロナウイルス感染症予防のための利用に伴うお願い～
・利用前には、必ず親子ともに検温をお願いします。
※３７．５度以上の熱がある場合や同居の家族の方で感染の疑いがある場合は、利用をご遠慮いただくようお願いいた

します。
・ランチタイムは当面の間利用できません。１２：００～１３：００は換気をしますので、ひろば内に入っていただくこと
はできません。

・感染拡大を踏まえ３密を避けるために、1日15組に利用人数を制限させていただいておりますので、ご了承ください(状
況に応じて変更させていただく場合がございます)。

 新型コロナウイルス感染症の感染
状況によっては、開催を休止させて
いただく場合がございます。
「わんぱくひろば」の開催状況につ
いては、愛荘町社協ホームページを
ご覧ください

 新型コロナウイルス感染症の感染
状況によっては、開催を休止させて
いただく場合がございます。
「わんぱくひろば」の開催状況につ
いては、愛荘町社協ホームページを
ご覧ください

ひとりで悩むより一緒に考えませんか？ひとりで悩むより一緒に考えませんか？

心配ごと相談は、 電話でのご相談

もお聞きしています。

秘密は守ります。 お気軽にご連

絡ください。

愛の郷：42-5843（直通）

いきいきセンター：37-8063



環境美化活動・災害救護活
動・献血推進・社会福祉活
動など、地域に密着した奉
仕活動を実践されています。

愛知川商店街にある化粧品屋さんで
す。いつまでも美しく健康で過ごせ
るよう、化粧品を通して地域の皆さ
まをサポートされています。

社協あいしょう No.66でご紹介しましたウェス
ティ工業様からいただいた布・因幡創作袋物様
からいただいた紐を使って作成しました！

愛知川小学校環境委員会
の児童の皆さんから、お
花と心温まるお手紙をい
ただきました！！

4月中旬までは、「竹細工灯篭」を展示して
おります♪その後の展示予定や展示内容に
ついては愛荘町社会福祉協議会ホームペー
ジ等にてお伝えします！！ステキな作品を
みにてきくださいね🌹

家庭科の授業で、町内の皆さん
の子育て支援にお役立ていただ
けたらと、子育て支援センター
３箇所に寄贈されました！

（令和４年 11月１日～令和 5年 1月 31日）
匿名…4,000円　　水野　喜夫様…米 60㎏　　匿名…100,000円　　匿名…米 30㎏

ありがとうございました

おしらせ

今後のロビー展示の予定

協賛品のご協力、ありがとうございました！協賛品のご協力、ありがとうございました！

いきいきセンターロビー展示コーナーからいきいきセンターロビー展示コーナーから

インフォメーション

町民の方から、あたたかいお気持ちをいただきました。町民の方から、あたたかいお気持ちをいただきました。

　「社会のために少しでも役立つことをしたい」という町民の皆様からのあたたかい善意の気持ちで寄せられた
金銭や物品は、町内の福祉施設や生活困窮世帯など必要とされる方へ有効に活用させていただきます。

　当会では、身近な地域の住民が一人暮らしの高齢者の方に、見守りを希望される家庭を訪問し声かけ等をしな
がら、つながりの中で安心して暮らすことが出来るよう「いきいき見守り訪問事業」を行っております！
その際、町内のボランティアの方や、町内事業所・福祉施設等からの協賛品を持ってお伺いしております。

　令和 5年 1月 14日から 2月 3日まで、社会福祉法人　道さんの主催で写真パネル展「笑顔をありがとう」を開
催しました。彦根市にある多機能型重症児者等デイサービス「ふぁみりぃ」に通う子どもたちの、日常の中にあ
る笑顔を集めた写真展です。写真のほかにも、利用者さんの作った作品も展示し、「ふぁみりぃ」の雰囲気をよ
り感じていただくことができたと思います。

貼るカイロ貼るカイロ　　７２０個７２０個

手作りお惣菜手作りお惣菜

化粧品（試供品）７０セット化粧品（試供品）７０セット

シャンプー・トリートメントシャンプー・トリートメント
試供品２０セット試供品２０セット

祝箸入り箸袋８０セット祝箸入り箸袋８０セット

年賀状 ３０枚年賀状 ３０枚

愛知川赤十字奉仕団様愛知川赤十字奉仕団様

調理ボランティア調理ボランティア
ペパーミント様、てんとう虫様、ペパーミント様、てんとう虫様、

愛知川赤十字奉仕団様愛知川赤十字奉仕団様

コスメティックにしむら様コスメティックにしむら様

ヒロセ美容室様ヒロセ美容室様

町内のたくさんの町内のたくさんの
ボランティアのみなさまボランティアのみなさま

愛知中学校愛知中学校
ボランティア委員会様ボランティア委員会様

ふれあいの花ふれあいの花
愛知小学校環境委員会の愛知小学校環境委員会の

みなさんみなさん

手作りおもちゃ手作りおもちゃ
愛知高等養護学校３年生 16名愛知高等養護学校３年生 16名


